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大学共同利用機関法人自然科学研究機構生命創成探究センター規程 

 

平成３０年４月１日 

自機規程第１１７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則（平成１６年

通則第１号）第２条の２第２項の規定に基づき，大学共同利用機関法人自然科学研究

機構生命創成探究センター（以下「センター」という。）の組織及び運営等について定

める。 

（目的） 

第２条 センターは，国内外の大学・研究機関及び研究者コミュニティの連携・協力によ

り，生命創成の探究を通じて生命の本質を理解することを目指した活動に係る国際的

かつ先端的な共同利用・共同研究を推進することを目的とする。 

（領域及び室） 

第３条 センターに，前条に定める目的を達成するため，次の各号に掲げる領域及び室を

置く。 

一 創成研究領域 

二 極限環境生命探査室 

２ 前項に掲げるもののほか，センターに研究力強化戦略室を置く。 

（組織） 

第４条 センターに，次の各号に掲げる職員を置く。 

一 センター長 

二 副センター長 

三 研究教育職員及び年俸制職員（特任専門員を除く。） 

四 その他必要な職員 

２ センター長は，役職員のうちから機構長が任命し，任期は２年とする。 

３ 副センター長は，２名以内とし，センターの職員のうちからセンター長が任命する。 

（運営委員会） 

第５条 センターに，センターの運営に関する重要事項を審議するため，大学共同利用機

関法人自然科学研究機構生命創成探究センター運営委員会（以下「運営委員会」とい

う。）を置く。 

２ 運営委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

（教授会議） 

第６条 センターに，センターの研究及び運営に関する事項についてセンター長を補佐す
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るため，生命創成探究センター教授会議（以下「教授会議」という。）を置く。 

２ 教授会議の組織及び運営等に関し必要な事項は，別に定める。 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行に伴い，大学共同利用機関法人自然科学研究機構生命創成探究センター

（仮称）設置準備室規程（平成２９年５月２５日自機規程第１１４号）は廃止する。 

附 則 

 この規程は，令和４年６月１日から施行する。  

附 則（令和７年２月２０日改正） 

この規程は，令和７年４月１日から施行する。 


